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１．企業理念・環境活動方針

企業理念

常に

夢を持ち

技術・技能を高め

社員の豊な生活を目指す

環境方針

有限会社トキワエンジニアリングは快適な環境の中で事業活動を行うため

環境の維持・改善を図り、地域からも信頼され豊かな社会づくりに貢献でき

る企業をめざします。

活動方針

一．製品の製造から出荷において省資源(原材料・消耗品・水資源など)・

省エネルギー(電気・石油・ガスなど)の推進、廃棄物の軽減など

出来る限り環境の保全・向上に努力します。

二．環境関連法規を遵守し、環境保全に努めます。

三．継続的な環境改善と水質汚染・大気汚染などの未然防止に努めます。

四．社内の環境活動だけでなく、家庭・地域の環境保全運動にも進んで

協力します。

五．企業活動において、化学物質使用量の使用削減、グリーン購入に努め

ます

制定日 1999 年 8月 20 日 代表取締役 岩附 茂

改定 2013 年 4月 28 日 代表取締役 岩附 敬哉
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２．会社概要

会社名称 有限会社トキワエンジニアリング

代表取締役 岩附敬哉

所在地 437-0215 静岡県周智郡森町森１７５０

連絡先 Ｔｅｌ ０５３８－８５－０５０５

Ｆａｘ ０５３８－８５－２１１８

ｅ－ｍａｉｌ tokiwa@tokiwa-eng.jp

環境管理責任者 鈴木 久仁俊

環境管理担当者 池田 慧

従業員数 ２４名

事業規模

期 第４７期 第４７期 第４８期 第４９期

期間 H22.10～H23.9 H23.10～H24.9 H24.10～H25.9 H25.10～H26.9

売上高 （円) 336,917,822 327,512,070 266,716,095 290,657,000

総販売数 （件） 19,899 19059 17649 20052

従業員数 （人） ３０ ２８ ２６ ２４

工場床面積（㎡） 2,091 2,091 2,091 2,091

事業内容

通信・計測機器、医療機器、光学機器等の部品製造
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３．組織図

４．環境活動に関する役割

役 割 活動時期

社長 環境活動目標の承認 期首

環境活動推進のための資源準備 必要時

環境活動報告書の承認 期首

環境管理責任者の任命および解任 必要時

ＥＡ２１推進委員の任命および解任 必要時

環境方針の策定 必要時

環境マネジメントの見直し 必要時

環境管理責任者

（鈴木 久仁俊）

環境活動目標の設定 期首

環境経営システムの構築 随時

環境経営システム構築のための提言 必要時

環境関連機関への届出・報告 必要時

ＥＡ２１推進委員会

社員の環境活動取組みへの啓発活動。 毎月

環境パトロールの実施（違法箇所・改善箇所などがないか） 毎月

環境実績の集計 半年

環境報告書の作成 毎年

各部署リーダー 各部署ごとの環境活動の推進 毎日

各部署ごとの環境活動結果の報告 半年

社長

(岩附敬哉)

ＥＡ２１推進委員会

(鈴木久仁俊)

品質保証責任者

(澤木靖宜)

技術部

(村松昌彦)

製造部業務部管理部

(岩附美香子)

プレス

(鈴木修)
ベンダー

(鈴木久仁俊)

溶接

(清島直樹)

仕上げ

洗浄

(相場雅美)

ＮＣＴ

(村松昌彦)

倉庫

(國京秀年)

業務

(鈴木啓高)

環境管理責任者

(鈴木久仁俊)
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５．年間活動計画

担当 活動内容 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 ９月

社長

環境活動目標の承認 ○

環境報告書の承認 ○

防災訓練 ○

環境管

理責任

者

環境活動目標の設定 ○

ＥＡ２１

推進委

員会

社員の環境活動取組

みへの啓発活動
○ ○

環境パトロールの実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

環境実績の集計 ○ ○

環境報告書の作成 ○

各部署ﾘ

ｰﾀﾞｰ

各部署ごとの環境活

動結果の報告
○ ○

６．環境目標とその実績

（１）環境目標

（注 1）2010 年度（基準年度）は 09/10.1～10/9.30 の 1 年間。

（注２）＊の数値は、売上高を分母として算出

目標値

単位 2010 年度

(基準年度)

2013 年度

目標値

2011 年度

(2010 年比)

2012 年度

(2010 年比)

2013 年度

(2010 年比)

二酸化炭素排出量

 （ＣＯ₂排出係数） 

kg-CO2/円

kg-CO₂/Kwh 

429.508

（0.474）

412.33 －２％ -３％ -４％

総エネルギー

投入量

電力 Kwh/円 ＊ 667.27 640.58 -２％ -３％ -４％

灯油 ℓ/円 ＊ 3.798 3.646 -２％ -３％ -４％

プロパンガス Kg/円 ＊ 0.220 0.211 -２％ -３％ -４％

ガソリン ℓ/円 ＊ 26.959 25.88 -２％ -３％ -４％

軽油 ℓ/円 ＊ 12.442 11.944 -２％ -３％ -４％

資源投入量（紙類） ㎏/円 ＊ 3.563 3.421 -２％ -３％ -４％

水資源投入量（上水） ㎥/円 ＊ 0.905 0.869 -２％ -３％ -４％

廃棄物等排出

量

一般廃棄物 Kg/円 ＊ 4.451 4.273 -２％ -３％ -４％

産業廃棄物 Kg/円 ＊ 1.780 3.419 -２％ -３％ -４％

化学物質 ジクロロメタン ℓ  750 750 現状維持

ｸﾞﾘｰﾝ購入 ＯＡ機器 件数 8 3 ３件 ３件 ３件

本業での環境

配慮

不良率 ％ 1.21 1.125 -３％ -３％ ７-％-
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（２）取組の実績 取組期間：２０１３年１０月～２０１４年 ９月

単位 2013 年目標

A

2013 年実績

B

B/A

（％）

削減率

（％）

達成状況

二酸化炭素排出量

（ＣＯ₂排出係数） 

kg-CO2/円

kg-CO₂/Kwh

412.33 430.611

(0.516)

104.43 4.43 △

総エネルギー

投入量

電力 Kwh/円 ＊ 640.58 562.409 87.80 -12.2 ◎

灯油 ℓ/円 ＊ 3.646 3.294 90.35 -9.65 ◎

プロパンガス ㎏/円 ＊ 0.211 0.095 45.02 -54.98 ◎

ガソリン ℓ/円 ＊ 25.88 31.268 120.82 20.82 ×

軽油 ℓ/円 ＊ 11.944 18.684 156.43 156.43 ×

資源投入量（紙類） ㎏/円 ＊ 3.421 4.795 140.16 40.16 ×

水資源投入量（上水） ㎥/円 ＊ 0.869 0.730 84.00 -16.00 ◎

廃棄物等排出

量

一般廃棄物 ㎏/円 ＊ 4.273 5.439 127.29 27.29 ×

産業廃棄物 ㎏/円 ＊ 3.419 2.027 59.29 -40.71 ◎

化学物質 ジクロロメタン ℓ 750 750 100.00 0 ◎

ｸﾞﾘｰﾝ購入 ＯＡ機器 件数 3 5 ◎

本業での環境

配慮

不良率 ％ 1.125 0.940 83.56 -16.44 ◎

（注３）ｸﾞﾘｰﾝ購入に関しては、各年の実績値/目標値 （達成状況：◎、○、△、×）

（注４）＊の数値は、売上高を分母として算出

（３）次年度からの３ヶ年目標

（注 1）2013 年度（基準年度）は 13/10.1～14/9.30 の 1 年間。

（注２）＊の数値は、売上高を分母として算出

目標値

単位 2013 年度

(基準年度)

2014 年度

目標値

2014 年度

(2013 年比)

2015 年度

(2013 年比)

2016 年度

(2013 年比)

二酸化炭素排出量

 （ＣＯ₂排出係数） 

kg-CO2/円

kg-CO₂/Kwh 

430.611

(0.516)

426.305 -1％ -2％ -３％

総エネルギー

投入量

電力 Kwh/円 ＊ 562.409 556.785 ０％ -１％ -１％

灯油 ℓ/円 ＊ 3.294 3.261 ０％ -１％ -１％

プロパンガス ㎏/円 ＊ 0.095 廃止

ガソリン ℓ/円 ＊ 31.268 30.955 -１％ -２％ -３％

軽油 ℓ/円 ＊ 18.684 18.497 -１％ -２％ -３％

資源投入量（紙類） ㎏/円 ＊ 4.795 4.747 ０％ -１％ -１％

水資源投入量（上水） ㎥/円 ＊ 0.730 0.723 ０％ -１％ -１％

廃棄物等排出

量

一般廃棄物 ㎏/円 ＊ 4.350 4.307 -１％ -１％ -２％

産業廃棄物 ㎏/円 ＊ 2.027 2.007 ０％ -１％ -１％

化学物質 ジクロロメタン ℓ  750 750 現状維持

ｸﾞﾘｰﾝ購入 ＯＡ機器 件数 3 3 ３件 ３件 ３件

本業での環境

配慮

不良率 ％ 0.940 0.931 -２％ -３％ ４％
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７．主要な環境活動の評価 （評価：○、△、×）

グループ名 環境活動内容 活動時期 評価

全社 不具合発生による製品の廃棄・修理・再製作の減少。 毎日 △

簡易梱包の推進。 毎日 △

品質保証部

（澤木）

始業前・休憩時間の消灯。 毎日 ○

エアコン設定温度 夏２６℃ 冬２１℃ 使用期間 ×

始業前・休憩時間の暖房器具の消火。 使用期間 ×

外注先からの梱包材の再利用促進。 毎日 ○

水道蛇口の漏水確認（掲示有り）。 毎日 △

管理部

(岩附)

始業前・休憩時間の消灯。 毎日 ○

コピー用紙の裏面利用。 毎日 ○

グリーン商品（ＯＡ機器）の積極的購入 随時 ○

業務

(鈴木啓高)

始業前・休憩時間の消灯。 毎日 ○

エアコン設定温度 夏２６℃ 冬２１℃ 使用期間 △

コピー用紙の裏面利用。 毎日 ○

ゴミの分別。 毎日 △

停車中のアイドリングを極力抑える。 毎日 ○

社用車の燃費計測→エコドライブの実践。 給油時 △

倉庫

(國京)

始業前・休憩時間及び不在場所の消灯。 毎日 ○

始業前・休憩時間及び不在場所の暖房器具の消火。 使用期間 △

梱包資材の再使用。 毎日 ○

ゴミの分別。 毎日 ○

技術部

(村松)

始業前・休憩時間の消灯。 毎日 ○

エアコンの設定温度 夏２６℃ 冬２１℃。 使用期間 △

ファンヒーターの設定温度 ２１℃ 使用期間 ○

コピー用紙の裏面利用。 毎日 ○

ＮＣＴ

(村松)

始業前・休憩時間の消灯。 使用期間 △

使用しない機械の電源を切る。 毎日 ×

ファンヒータの設定温度２１℃。 使用期間 ○

プレス・切削

(鈴木)

機械・照明など、こまめに電源を切る。 毎日 △

不在場所の暖房機器の消火。 使用期間 ×

ベンダー

（鈴木）

始業前・休憩時間の消灯。 毎日 ○

不在時の扇風機・スポットクーラーの電源ＯＦＦ。 使用期間 △

不在時の暖房器具の消火。 使用期間 △

溶接

（清島）

休憩時の消灯・他部署の照明も点いていたら消灯する。 毎日 △

不在時の暖房器具の消火。 使用期間 △

暖房機器は必要以上に火力を強くせず、適度な温度に調整する。 使用期間 ×

仕上げ

(相場)

始業前・休憩時間の消灯。 毎日 ○

不在場所の暖房器具の消火。 使用期間 △

脱脂装置を使用しない時は、ボイラーのスイッチを切る 毎日 ○

化学物質（ジクロロメタン）使用量の現状維持 毎日 ○
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８．環境活動への取り組み結果の評価

今期は、前期と比較して、売上金額が伸びたため、ガソリン・軽油といった燃料消費量と

伝票類に使用する紙類の使用料が増えてしまいました。その結果、全体としての二酸化炭素

排出量が増加し、目標を達成することができませんでした。

・ ガソリン・軽油

ガソリン・軽油の共に使用量は増えてしまいました。エコアクション２１の活動も５年目となり、

当初のころに比べて、運転時の燃費への配慮が希薄になっているようです。来年度は、あらためて

運転時の燃費への配慮を啓発していきたい。

・ 電力消費量

常時人のいない場所の照明を、人感センサ付の照明に切り替えたり、ロビーの照明の消灯を行う

などにより、電力消費量の削減は、昨年に引き続き達成できました。

但し、社員一人一人の消灯、冷暖房器具の節電を見るとかなりのばらつきが見受けられます。

今後は、社員一人一人が積極的に電力消費量の削減に取り組むよう活動していきたい。

・ 灯油

ストーブなどの暖房機器の使用開始時期を遅らせるなどにより、灯油の使用量は削減ができました。

また、目標の削減率の達成もできました。

ただし、まだまだ、始業前や休憩時間などに一人で複数台のストーブを使用する。それほど気温が

低くないのに暖房器具を使っているなど、暖房に関する省エネへの意識に個人差が大きい気がしま

す。

今後は、暖かい日中は暖房器具を止めることなども、呼びかけていきたい。

・ 紙類

受注の増加に伴い、伝票用のコピー用紙や、梱包用の梱包紙などの使用が増えてしまった。

伝票用のコピー用紙や梱包用の梱包紙に関しては、受注量の増加によりある程度増えることはやむ

を得ないので、それ以外のところ、ミスプリントの削減やメモ用紙の裏面利用などをより推進し、

無駄なコピー用紙の使用を減らしていきたい。

・ 水道使用量

清掃時の使用削減に取り組んだ結果、全体の使用量も抑えることができ、目標の達成をすることが

できた。

・ 産業廃棄物排出量

産業廃棄物排出量は、昨年より削減ができました。また、削減目標も達成できました 。

今後もこの量を維持していきたい。

・ 一般廃棄物排出量

一般廃棄物排出量は、削減はできたが、目標値を達成できなかった。受注増に伴う、コピー用紙の

増加、梱包資材の増加が要因だと思われます。

今後は、廃棄物の内容も調査し、削減できるものがないか。検討していきたい。

・ 環境パトロール

一部部署で休憩時間の照明の消灯を忘れている部署、エアコンの設定温度が高めに設定されている

部署があった。

環境活動に真剣に取り組んでいる部署と、意外と気にしていない部署との温度差がある。
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従来は、常時エコアクション２１の啓発活動を行っていたが、今後は、年２回時期を決めて、啓発

活動に取り組むことにより、メリハリをつけてみたいと思う。

・ 不良率の低減

本業における、不良率は削減ができ、目標も達成することができた。

今後も、各不良内容をきちんと精査し、個々に対策を立てることで、不良の低減に向けて取り組ん

でいきたい。

・ グリーン購入

グリーン購入に関しましては、本年度は、ＯＡ機器の購入は５件でした。今後もＯＡ機器を新たに

購入する際にはエコマークのある製品を購入するようにしたい。

・ 化学物質

化学物質に関しましては、前年と同量の使用量に抑えることができました。今後も、これを維持

していきたい

９．代表者による全体の評価と見直し

エコアクション２１の活動を全社で始めて６年がたちましたが、環境活動への取組みに関して、

社員一人一人に温度差が出てきているようにおもわれます。

全体としては休憩時間の照明の消灯などは、きちっとされているように見受けられますが、よく見

ると、始業前、休憩時間に不在場所のストーブがついていたり、休憩時間の照明の消灯も毎回決ま

った人が行っており、その人間が不在だと照明がつきっぱなしであったりするといったことが

起きています。今後は、さらに社員一人一人が、エコアクション２１の活動を意識するようにして

いきたい。

本年度で、２回目の３か年目標が終了しました。

結果として、二酸化炭素排出量は基準年と比べて、微増してしましました。

二酸化炭素排出量の増加の原因としまして、ガソリン、軽油の使用量の増加、コピー用紙などの使

用量の増加、購入電力のＣＯ₂排出係数の増加が挙げられます。 

受注増によるガソリン、軽油の使用量の増加に関しましては、宅配便の使用などにより、効率の良

い配送計画の立案と、各運転手にエコドライブへの取り組みを働きかけていきたい。

コピー用紙などの増加につきましては、ミスプリントや２重印刷などの無駄が多いように見受けら

れますので、これの削減に取り組んでいきたいと思います。

来年度より、新しい３ヶ年目標を設定しての活動となります。

この６年間の実績を踏まえ、必要な部分と無駄な部分を明確にし、無駄な部分の削減により力を入

れていきたいと思います。

評価日：２０１５年２月５日

㈲トキワエンジニアリング 代表取締役 岩附 敬哉
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１０．次年度環境活動計画

グループ名 環境活動内容 活動時期

全体 不具合発生による製品の廃棄・修理・再製作の減少。 毎日

配管からの漏水の確認

品質保証部

（澤木 靖宜）

始業前・休憩時間の消灯。 毎日

エアコン設定温度 夏２６℃ 冬２１℃ 使用期間

始業前・休憩時間の暖房器具の消火。 使用期間

外注先からの梱包材の再利用促進。 毎日

水道蛇口の漏水確認（掲示有り）。 毎日

管理部

(岩附 美香子)

始業前・休憩時間の消灯。 毎日

コピー用紙の裏面利用。 毎日

グリーン商品（ＯＡ機器）の積極的購入 随時

業務

(鈴木 啓高)

始業前・休憩時間の消灯。 毎日

エアコン設定温度 夏２６℃ 冬２１℃ 使用期間

コピー用紙の裏面利用。 毎日

ゴミの分別。 毎日

停車中のアイドリングを極力抑える。 毎日

社用車の燃費計測→エコドライブの実践。 給油時

倉庫

(國京 秀年)

始業前・休憩時間及び不在場所の消灯。 毎日

不在場所の冷房・暖房器具のスイッチオフ。 使用期間

梱包資材の再使用。 毎日

ゴミの分別。 毎日

技術部

(村松 昌彦)

始業前・休憩時間の消灯。 毎日

エアコンの設定温度 夏２６℃ 冬２１℃。 使用期間

ファンヒーターの設定温度 ２１℃ 使用期間

コピー用紙の裏面利用。 毎日

ＮＣＴ

(村松 昌彦)

始業前・休憩時間の消灯。 使用期間

使用しない機械の電源を切る。 毎日

不在場所の冷房・暖房器具のスイッチオフ。 使用期間

プレス・切削

(鈴木 修)

機械・照明など、こまめに電源を切る。 毎日

不在場所の冷房・暖房器具のスイッチオフ。 使用期間

ベンダー

(鈴木 久仁俊)

始業前・休憩時間の消灯。 毎日

不在場所の冷房・暖房器具のスイッチオフ。 使用期間

溶接

（清島 直樹）

休憩時の消灯・他部署の照明も点いていたら消灯する。 毎日

不在場所の冷房・暖房器具のスイッチオフ。 使用期間

エアコン設定温度 夏２６℃ 冬２１℃。 使用期間

仕上げ

(相場 雅美)

始業前・休憩時間の消灯。 毎日

不在場所の冷房・暖房器具のスイッチオフ。 使用期間

脱脂装置を使用しない時は、ボイラーのスイッチを切る 毎日

化学物質（ジクロロメタン）使用量の現状維持 毎日



１１．環境関連法規への違反・訴訟等の有無

作成日 2009 年 9 月 20 日

環境関連法規 評価日 2015 年 1 月 9日

環境関連法規名称 規制概要 規制の詳細 規制の適用 状況

環境基本法

(環境省令)
事業者の責務

・現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、人類の福祉に貢献す

ることを目的とする。また、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発

展することができる社会を構築することを目的とする。

・事業者は、公害を防止し、又は自然環境を適正に保全する為に必要な措置を講ずる責務を有

する。

・国民は、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

事業活動全般 ○

静岡県環境基本条例

(静岡県条例)
事業者の責務

・事業活動によって生じる廃棄物等の処理及び、その他公害を防止する措置を講じる。

・自然環境の適正保全の為、自然環境破壊の防止に努め、植生等必要な措置を講じる。

・県又は市町村が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する。

・事業活動に係わる製品等が廃棄物となった場合、適正な処理が図られるように、必要な措置

を講じる。

事業活動全般 ○

生活環境の保全に

関する法律

(静岡県条例)

事業者の責務

・環境負荷の持続的な低減に努める。

・公害の防止、大気・水・土壌を良好な状態に維持する。

・事業所(工場等)の新増設の場合、生活環境保全について県(市町村)

と協定を結ぶ。

・事業所(工場等)に特定施設を設置の場合、設置工事の３０日前までに知事に届け出る。

事業活動全般

(事業所の新増設・

特定施設設置時)

○

環境影響評価条例

(静岡県条例)

事業者の責務

・事業所(工場等)を建設しようとする業者は、環境評価準備書を作成し、管轄する市町村長宛

に送付する。送付後 1 ヶ月以内に関係敷地内で、説明会を実施する。

・対象事業の実施による、環境への負荷を極力回避又は低減するように努める。

・環境評価の重要性を認識し、手続きを円滑に行なう。

事業活動全般

(事業の変更及び

工作物の新設・

増改築時)

○

地球温暖化防止条例

(静岡県条例)
事業者の責務

・事業活動を行なう際に、温室効果ガス抑制の為の措置を講じる。

・事業活動における、温室効果ガスの排出量を把握する事に努める。

・県が実施する、地球温暖化対策に協力をする。

事業活動全般 ○

承認者 評価者 作成者

岩附
鈴木

久仁俊

鈴木

久仁俊
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循環型社会形成推進

法

(環境省令)

事業者の責務

・廃棄物の発生を抑制し、その処分の適正な処理を行なう。

・使用済み製品等の再利用及び、再生利用に努め、廃棄物の削減に努める。

・3Ｒ（リサイクル・リユース・リデュース）の推進に努め、廃棄物の削減に努める。

・過剰包装をなくし、廃棄物の削減に努める。

・新エネルギー（太陽光発電等）利用の推進を図る。

事業活動全般 ○

ＰＣリサイクル法

(改正資源有効利用

促進法)

(経済産業省令)

排出者の責務

・使用済みパソコン(ノートブック・デスクトップ)を排出する際に

業者に回収を依頼し、再資源化に協力をする。

・回収該当メーカーの無いパソコンは、『パソコン３Ｒ推進センター』に有償での回収再資源

化を依頼する。

・規制の開始以前に購入したパソコンは、回収再資源化料金が必要となる

使用済パソコン排

出時
○

容器包装リサイクル

法

(環境省令)

事業者の責務

・廃棄物処分場の不足する事態を解決する為に、廃棄物の削減と資源の有効利用を図る。

・3Ｒ(リサイクル・リユース・リデュース)の推進。

・分別排出をし、分別収集を行ない、再商品化を目指す。

事業活動全般 －

フロン回収破壊法

(環境省令)

排出者の責務

・特定製品(業務用のエアコン・冷蔵庫・冷凍庫等)の排出や、リサイクルにまわす際に、フロ

ン回収業者にその処理を依頼する。

・特定製品(業務用エアコン・冷蔵庫・冷凍庫等)からの、フロンの回収及び、破壊の実施を促

進し、地球環境の保護を促進する。

・排出者は、回収破壊に伴う必要な費用を負担する。

特定製品排出時
該当

無し

罰則規定 ・規定の措置を取らなかった場合、２０万円以下の罰金。

家電リサイクル法

(経済産業省令)

排出者の責務

・特定家庭用電気機器を廃棄物として排出する際、収集・運搬・再商品化に向けた処理を依頼

する事により、廃棄物の減量及び再資源化を目指す。

・特定家庭用電気機器排出の際に、排出費用を負担する。

・特定家庭用電気機器とは、以下の４種類。ｴｱｺﾝ・ﾌﾞﾗｳﾝ管ﾃﾚﾋﾞ・洗濯機・冷蔵庫

・排出者は、収集運搬料金と、リサイクル料金を負担する。

・収集運搬料金は、各収集運搬業者毎の設定料金による。

特定家庭用電気機

器排出時

該当

無し

罰則規定 ・不法投棄などの場合、５年以下の懲役若しくは、1千万円以下の罰金（廃棄物処理法）
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騒音規制法

(環境省令・静岡県

条例)

事業者の責務 ・事業活動に伴ない発生する騒音を防止する。

・生活環境を保全し、国民の健康を保護する。

事業活動全般

〇

2008/11

/28

役場へ

届出書

提出済

環境省令の内容

・規制区域(各ｄＢ以内) 第 1種：４０～５０、第２種：４５～５５

第 3 種：５５～６５、第４種：６０～７５

・機械プレス・・・加圧能力２９４ｋＮ以上。

・空気圧縮機・・・出力３．７５ｋＷ以上。

・せん断機・・・・出力３．７５ｋＷ以上。

・旋盤 ボール盤 平削り盤・・・規制なし。

県条例の内容

・機械プレス・・・加圧能力４９ｋＮ以上。

・空気圧縮機・・・出力３．７５ｋＷ以上。

・せん断機・・・・出力３．７５ｋＷ以上。

・旋盤 ボール盤 平削り盤・・・全機種対象。

罰則規定
・市町村長の命令違反：１年以下の懲役又は、１０万円以下罰金。

・代表者名による届け出の忘れ、虚偽の届け出：５万円以下の罰金。

振動規制法

（環境省令・静岡県

条例）

事業者の責務
・事業活動に伴い発生する振動を規制する。

・生活環境を保全し、国民の健康を保護する。

事業活動全般

〇

2008/11

/28

役場へ

届出書

提出済

環境省令の内容

・規制区域(各ｄＢ以内) 第１種Ａ：５５～６０、第１種Ｂ：５５～６５

第２種Ａ：６０～７０、第２種Ｂ：５５～７０

・機械プレス・・・全機種対象。

・空気圧縮機・・・出力１ｋＷ以上。

県条例の内容
・機械プレス・・・全機種対象。

・空気圧縮機・・・全機種対象。

罰則規定
・市町村長の命令違反：１年以下の懲役又は、５０万円以下の罰金。

・代表者名による届け出の忘れ、虚偽の届け出：３０万円以下の罰金。
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廃棄物処理法

(廃棄物の処理及び

清掃に関する法律)

(環境省令・静岡県

条例)

事業者(排出者)の

責務(環境省令)

・廃棄物排出の抑制に努める。

・事業者(排出者)と処分委託業者との間で書面による契約をする。

・産業廃棄物の処理の状況を確認する。

・産業廃棄物の一時保管場所に、保管場所である旨を表示した掲示板を設ける。

産業廃棄物排出時 ○

事業者(排出者)

の責務

(県条例)

・産業廃棄物を生じる事業者は、産業廃棄物管理責任者を置かなければならない

・事業活動によって生じた産業廃棄物を、自らの責任において適正に処理をする。

・県が実施する、廃棄物の適正な処理に係わる施策に協力する。

・廃棄物(産業廃棄物)の不適切な処理が行なわれている事を知った時には、速やかにその旨を、

県又はその他の関係機関に通報するように努める。

廃棄物管理票

・廃棄物排出者は、処分委託業者に、廃棄物の引渡しと同時に、管理票（マニュフェスト）を

交付する。

・管理票交付者は、その管理票の写し A票 B₂票・D票及び E票を 5年間保存する。 

・管理票交付者は、交付・確認・保管 の義務を負う。

・管理票のＢ票及びＤ票を９０日以内、Ｅ票を１８０日以内に受領する。

・交付状況を定期的に都道府県知事に報告をおこなう。

・管理票が処分委託業者より処理終了後１８０日以内に返送が無い場合、管理票交付者は、処

分委託業者の状況を把握の上、知事へ報告する。

罰則規定
・委託基準違反・・・５年以下の懲役又は、１千万円以下の罰金。

・管理票の不交付、未記入及び虚偽の記載・・・６ヶ月以下の懲役又は、50 万円以下の罰金。

・ 管理票保存義務違反・・・６ヶ月以下の懲役又は、５０万円以下の罰金。

下水道法

(環境省令)

目的 ・都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するとともに、公共用水域の水質の保全に資す

ることを目的とする

下水使用時 ○事業者(排出者)

の責務

・事業者(排出者))公共下水道の使用の開始などの届け出を行わなければならない。

罰則規定 ・使用の開始の届け出を行わず、又は虚偽の届け出を行った者は２０万円以下の罰金。

化学物質排出把握

管理法（ＰＲＴＲ

法）

状況 〇：遵守 －：努力目標 該当無し：当年度は該当無し ×：違法有り
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化学物質排出把

握管理法（ＰＲＴ

Ｒ法）

事業者の責務 ・化学物質管理指針に留意し、指定化学物質の管理を行う。

指定化学物質使

用時

該当な

し排出量・移動量の把

握・届出

・指定化学物質の排出量及び移動量を把握する。

・規定量以上の排出量・移動量がある場合は、毎年、都道府県知事を経由して主務大臣に届け出を

行う。

状況 〇：遵守 －：努力目標 該当無し：当年度は該当無し ×：違法有り



確認済み環境関連法規 作成日 2008年 9月20日

法規名称 発効元 関連の

有無

環境基本法 環境省 関連有り

環境基準法 環境省 関連有り

大気汚染に係る環境基準 環境省 関連なし

騒音に係る環境基準 環境省 関連有り

航空機騒音に係る環境基準 環境省令 関連なし

新幹線騒音に係る環境基準 環境省令 関連なし

水質汚濁に係る環境基準 環境省 関連なし

地下水の水質汚濁に係る環境基準 環境省 関連なし

土壌の汚染に係る環境基準 環境省 関連なし

ダイオキシン類に依る大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準 環境省 関連なし

大気汚染防止法 環境省 関連なし

窒素酸化物に係る特定向上の規模に関する基準に係る原料及び燃料の量の重油の

量の換算方法

環境省令 関連なし

水質汚濁防止法 環境省 関連なし

排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検

定方法

環境省 関連なし

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分

毎の範囲

環境省 関連なし

湖沼水質保全特別措置法 環境省 関連なし

下水道法 環境省 関連あり

騒音規制法 環境省・静岡県 関連有り

特定工場において発生する騒音の規制に関する基準 環境省 関連なし

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制 環境省 関連なし

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を

定める総理府令

環境省 関連なし

振動規制法 環境省・静岡県 関連有り

特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 環境省 関連なし

悪臭防止法 環境省 関連なし

臭気指数及び臭気排出強度の算定方法 環境省 関連なし

特定悪臭物質の測定の方法 環境省 関連なし

農用地の土壌汚染防止法などに関する法律 環境省 関連なし

農用地の土壌汚染対策地域の指定用件に係るｶﾄﾞﾐｳﾑ量の検定の量を定める省令 環境省 関連なし

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 環境省・静岡県 関連有り

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める法律 環境省 関連なし

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分に係る技術上の基準を定める

省令

環境省 関連なし

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行例第５条第 1 項に規定する埋立て

場所に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令

環境省 関連なし

ダイオキシン類対策特別措置法 環境省 関連なし

循環型社会形成推進基本法 環境省・静岡県 関連有り

資源有効利用促進法 環境省 関連なし

家電品リサイクル法 経済産業省 関連有り

食品リサイクル法 農林水産省 関連なし
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建設資材リサイクル法 国土交通省 関連なし

自動車リサイクル法 国土交通省 関連なし

容器包装リサイクル法 環境省 関連有り

省エネルギー法 経済産業省 関連なし

化学物質排出把握管理法（ＰＲＴＲ法） 総務省 関連あり

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法） 環境省令 関連なし

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律

（フロン回収破壊法）

環境省 関連有り

特定工場の規模及び総量規制基準 静岡県 関連なし

水質汚濁防止法第 3条第 3項に基づく排水基準に関する条例 静岡県 関連なし

航空機騒音に係る環境基準の地域の類型の指定条例（静岡県条例）

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型の指定条例（静岡県条例）

静岡県 関連なし

関連なし

特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音につい

て規制する地域の指定並び特定工場等において発生する騒音の規制基準の設定

静岡県 関連あり

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を

定める環境省令の別表の備考の規定に基づき知事が定める区域の区分

静岡県 関連なし

振動規制法第 3 条第 1 項の規定に基づき知事が指定する地域及び同法第 4 条第 1

項の規定に基づき指定工場等において発生する振動の規制基準

静岡県 関連有り

振動規制法施行規則別表第 1 の付表第 1 号の規定に基づき知事が指定する区域及

び省令別表第 2 の備考 1及び 2の規定に基づき知事が定める区域及び時間の区分

静岡県 関連有り

悪臭防止法に基づく特定悪臭物質の排出を規制する地域の指定等 静岡県 関連なし

悪臭防止法第 3 条に基づく規制地域及び同法第 4 条に基づく規制基準 静岡県 関連なし

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 静岡県 関連有り

使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行細則 静岡県 関連なし

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例 静岡県 関連有り

静岡県リサイクル製品利用推進要綱 静岡県 関連なし

静岡県環境影響評価条例 静岡県 関連有り

静岡県環境影響技術指針 静岡県 関連なし

静岡県立自然公園条例 静岡県 関連なし

静岡県立自然公園の特別区域内における行為の許可基準を定める規則 静岡県 関連なし

国定公園の事務処理に関する規則 静岡県 関連なし

県立自然公園の区域に関する指定 静岡県 関連なし

静岡県自然環境保護条例 静岡県 関連なし

以上 2008/09/27 調査

浄化槽法 (浄化槽の保守点検及び清掃に関する法律) 環境省令 関連なし

以上 2009/04/3 調査

工業用水法 環境省 関連なし

工場立地法

以上 2011/1/10 調査

＊ ２０１５年１月１６日現在、環境関連法規などの逸脱はありませんでした。また、関連機関からの指

摘並びに地域住民等からの苦情・訴訟なども過去３年間ありませんでした。


